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１．この投資信託説明書（目論見書）により行う「りそな・アクティブジャパン」の募集については、委託

会社は証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成18年9月28日に関

東財務局長に提出しており、平成18年9月29日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の

規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年3月29日に関東財務局長に提出しております。 

２．「りそな・アクティブジャパン」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相

場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたしま

す。当ファンドは元本が保証されているものではありません。 



 

 

 

 

りそな・アクティブジャパン 

追加型株式投資信託／国内株式型（一般型） 

 

 

投資信託説明書（交付目論見書）訂正事項分 

２００７.０３ 

 

 

■ 当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券等（外貨建証券には為替リスクもあります。）に投資します

ので、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 

■ 当ファンドは、投資家の皆様の投資元本および収益が保証されているものではありません。 

■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家の皆様に帰属します。 

■ 当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

 

 

 

１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「りそな・アクティブジャパン」の募集については、委託

会社は証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成18年9月28日に関東財務

局長に提出しており、平成18年9月29日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により

有価証券届出書の訂正届出書を平成19年3月29日に関東財務局長に提出しております。 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条

第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付される目論見書です。

３．投資信託説明書（請求目論見書）は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第3項

の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。なお、請求目論見書をご請求された場合

は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたします。 

４．「りそな・アクティブジャパン」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の

変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファ

ンドは元本が保証されているものではありません。 
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Ⅰ．投資信託説明書（交付目論見書）の訂正理由 

平成19年3月29日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「りそな・アクティブ

ジャパン」の投資信託説明書（交付目論見書）2006年9月（以下「原交付目論見書」といいま

す。）の記載事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものです。 

 

Ⅱ．訂正の内容 

原交付目論見書の内容が訂正事項の内容に変更されます。 

以下は訂正後の内容のみ記載しております。 

 

 

 

「投資信託振替制度への移行について」（お知らせ）は削除され、「金融商品取引法の施行につい

て」が追加されます。「金融商品取引法の施行について」は、下記の全文が追加されます。 

 

金融商品取引法の施行について 

 

証券取引法等の一部を改正する法律が平成18年6月14日に公布されておりますが、その主たる部分

は当該公布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で指定する日から施行され、証券取引法は

題名を金融商品取引法と改められ、規定の変更も行われます。 

金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律等の

施行により、信託約款の規定等の変更を行っていきますが、この変更により商品性の同一性が失われ

るものではなく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。 

なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であっても、

証券取引法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法等の施行前の

旧法令諸規則の規定に関する記載としてお読みください。 

 

【参 考】 予定されている約款変更の内容 

信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。 

 

施行前 施行後 

証券取引法 金融商品取引法 

証券取引所 金融商品取引所 

委託者の認可 委託者の登録 

投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項 

 

 

 

第一部 証券情報（原交付目論見書1～5ページ） 
(2) 内国投資信託受益証券の形態等 

単位型・追加型の別  ：追加型 
指定格付機関による格付け ：格付けは取得しておりません。 
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式会社を

受託会社とする契約型の追加型証券投資信託の内国投資信託受益権（以下、「受益権」といいま
す。）です。 
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降
「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替
に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の
帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座
管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
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等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座
簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、
やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、
振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 
(4) 発行（売出）価格 

① 発行価格 (略) 

② 基準価額の照会方法 

ファンドの基準価額については、委託会社が指定する、ファンドの取扱いを行う証券会社および

登録金融機関（以下、「販売会社」といいます。）または委託会社（後述の「(12) その他 ④ そ

の他」をご参照ください。）にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経

済新聞の朝刊に掲載されます（朝刊のオープン基準価格欄［ＳＧアセット］にて「ジャパン」の略

称で掲載されます。） 

 
(5) 申込手数料 

申込手数料（1 万口当たり）は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社がそれぞれ別に定める

申込手数料率を乗じた額とします。なお、本書提出日現在、この申込手数料率の上限は 3.15％

（税抜き 3.0％）となっております。 

※申込手数料には消費税及び地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいま

す。）を含みます。 

※「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。 

申込手数料率等は、各販売会社にお問い合わせください。また、委託会社（お問い合わせ窓口は、

「(12) その他 ④ その他」をご参照ください。）でもご照会いただけます。 

 
(6) 申込単位 

「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。各申込コースの申込

単位は以下の通りです。 

（中略） 

なお、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、詳し

くは販売会社（販売会社については「(12) その他 ④ その他」のお問い合わせ先にご照会くださ

い。）にお問い合わせください。 

 
(8) 申込取扱場所 

ファンドの取得申込みは、販売会社で取り扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販
売会社（販売会社については「(12) その他 ④ その他」のお問い合わせ先にご照会ください。）
にお問い合わせください。 
＊販売会社によっては、一部の支店等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは、販売会社にご確

認ください。 

 
(9) 払込期日 

ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し取得申込みを行い
ます。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとしま
す。詳しくは販売会社（販売会社については「(12) その他 ④ その他」のお問い合わせ先にご照
会ください。）にお問い合わせください。 
各取得申込日にかかる発行価額の総額は、追加信託を行なう日に、各販売会社より委託会社の指

定する口座を経由して、りそな信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）のファンド口
座に払い込まれます。 

なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合
があります。）に移行しており、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が
行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれ
ます。 
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(11) 振替機関に関する事項 

ファンドの振替機関は、下記の通りです。 
株式会社 証券保管振替機構 

 
(12) その他 

① 取得申込みの方法等 
1)ファンドの取得申込みに際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。 

2)分配金の受取方法の違いにより、「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」があります。

ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。 

◇「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコース

のことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行なわず、

収益の分配が行なわれたときに分配金を受け取る「定期引出」を選択することもできます。 

◇「一般コース」とは、収益分配時に分配金を受取るコースのことをいいます。 

「自動けいぞく投資コース」を選択される場合は、販売会社との間で別に定める契約を締結

していただきます。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益証券は発行
されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。したがって、保護預りの形態はございません。 

3)毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、ファンドの取得申込みを行
なう「投資信託定時定額購入プラン」（販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細
は販売会社にお問い合わせください。）につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

4) （略） 

② 日本以外の地域における発行 （略） 
③ 振替受益権について 
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、社振法の規定の適用を受

け、前述「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にし
たがって取り扱われるものとします。 
ファンドの分配金、償還金、解約（換金）代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 
（ご参考） 
◆投資信託振替制度とは、 
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といい
ます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 

④ その他 
委託会社へのお問い合わせ先 
（以下略） 
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第二部 ファンド情報 
第１ ファンドの状況 
１ ファンドの性格 
(2) ファンドの仕組み（原交付目論見書6ページ） 
ファンドの仕組みは、以下の通りです。 
① 委託会社及びファンドの関係法人 
以下の通りに更新訂正されます。訂正後の内容のみ記載しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 投資方針 
(4) 分配方針（原交付目論見書10～11ページ） 
① 収益の分配 

毎決算時（毎年 6 月 29 日。ただし、決算日に該当する日が休業日の場合は翌営業日としま
す。）に、原則として次のとおり収益分配を行なう方針です。 
1)分配対象額の範囲 （略） 
2)収益分配金額 （略） 
3)留保益の運用方針 （略） 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、その場合の分配金は、決算日にお

いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前

において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日

以前に設定された受益権で取得申込の代金の支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日目

（予定）からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収

証券・金融市場 
  

信託契約

 
信託金

受託会社  

りそな信託銀行株式会社

（信託財産の管理・保管、信託財産の計算等を行ない

ます。なお、信託事務の一部を日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社に委託株式会社に委託すること

ができます。） 

 

投 資 損 益

委託会社   

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 
（信託財産の運用指図、振替受益権の管理業務、投資信託

説明書(目論見書) および運用報告書の作成等を行います。 

 

  
 

お申込代金 販売会社は、募集・販売、ご換金等の
窓口になります。

分配金、

解約代金等

 

ご投資家の皆様 

販売会社

（募集・販売の取扱い、一部解約金・収益分配金・償
還金の支払いの取扱い、運用報告書の交付等を行いま

す。）

募集

 

・販売等に関する契約

 
申込み金

  
  

 
 

分配金、

解約代金等

 

分配金、

解約代金等
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益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引換えに受益者にお支払

いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され

ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 

(5) 投資制限（原交付目論見書11～16ページ） 

① 信託約款に基づく投資制限 （略） 

② 法令等に基づく主な投資制限 

投資信託及び投資法人に関する法律（以下、「投資信託法」という。）等により、次に掲げる

取引は制限されます。 

（イ）同一法人の発行する株式の投資制限 （略） 

（ロ）先物取引等の評価損の制限（削除） 

（削除） 

 

４ 手数料等及び税金 

(5) 課税上の取扱い（原交付目論見書 19～20 ページ） 

受益者に対する課税については、以下の取扱いになります。 

①個人の受益者に対する課税 

（イ） （略） 

（ロ）買取請求時の1口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額となります（ただし、販売会

社がその買取った振替受益権を当日または翌日に償還または一部解約を行なった場合など一定

の要件を満たす場合に限られます。）＊。 

（以下略） 

② 法人の受益者に対する課税 

（イ） （略） 

（ロ）買取請求時の1口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額となります（ただし、販売会

社がその買取った振替受益権を当日または翌日に償還または一部解約を行なった場合など一定

の要件を満たす場合に限られます。）＊ 

（以下略） 

③ 個別元本について 

（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料およびこれ

にかかる消費税等相当額は含まれません。）が受益者の元本（個別元本）にあたります。 

（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行

なう都度、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

（ハ）ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元

本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得す

る場合は各支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあり、両コースで

取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。 

（以下略） 

 

 

５ 運用状況（原交付目論見書21～24ページ） 

(1) 投資状況 

（平成19年1月31日現在） 

資産の種類 国名 
時価評価額 

（円） 

投資比率 

（％） 

株式 日本 6,556,722,000 94.57

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 376,520,379 5.43

合計（純資産総額） － 6,933,242,379 100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 



 6

(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

（平成 19年 1 月 31 日現在） 

帳簿金額 時価評価額 
順 

位 
地域 種類 銘柄名 業種 

数量 

（株） 単価 

（円） 

金額 

（円） 

単価 

（円） 

金額 

（円） 

投資

比率

(％)

1 日本 株式 デンソー 輸送用機器 45,000 4,169.00 187,605,000 4,840.00 217,800,000 3.14

2 日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機器 360,000 534.00 192,240,000 604.00 217,440,000 3.14

3 日本 株式 
富士フイルムホール

ディングス 
化学 43,000 4,356.66 187,336,593 4,980.00 214,140,000 3.09

4 日本 株式 協和醗酵工業 医薬品 200,000 958.00 191,600,000 1,055.00 211,000,000 3.04

5 日本 株式 リコー 電気機器 80,000 2,450.00 196,000,000 2,630.00 210,400,000 3.03

6 日本 株式 日立金属 鉄鋼 150,000 1,254.91 188,237,006 1,388.00 208,200,000 3.00

7 日本 株式 花王 化学 60,000 2,931.75 175,905,000 3,450.00 207,000,000 2.99

8 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 26,000 7,046.76 183,216,000 7,870.00 204,620,000 2.95

9 日本 株式 大阪証券取引所 その他金融業 300 594,478.15 178,343,447 680,000.00 204,000,000 2.94

10 日本 株式 
エヌ・ティ・ティ・

データ 
情報・通信業 330 530,000.00 174,900,000 617,000.00 203,610,000 2.94

11 日本 株式 キヤノン 電気機器 32,000 5,518.78 176,601,000 6,350.00 203,200,000 2.93

12 日本 株式 伊藤園 食料品 55,000 3,765.90 207,124,706 3,690.00 202,950,000 2.93

13 日本 株式 カシオ計算機 電気機器 80,000 2,390.00 191,200,000 2,495.00 199,600,000 2.88

14 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 330 610,511.55 201,468,814 602,000.00 198,660,000 2.87

15 日本 株式 信越化学工業 化学 25,000 7,879.51 196,987,767 7,840.00 196,000,000 2.83

16 日本 株式 テルモ 精密機器 40,000 4,467.02 178,680,800 4,850.00 194,000,000 2.80

17 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 24,000 5,836.37 140,072,880 7,950.00 190,800,000 2.75

18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 40,000 3,607.40 144,296,000 4,750.00 190,000,000 2.74

19 日本 株式 島津製作所 精密機器 180,000 886.05 159,489,000 1,050.00 189,000,000 2.73

20 日本 株式 高島屋 小売業 120,000 1,437.70 172,524,301 1,564.00 187,680,000 2.71

21 日本 株式 日本電産 電気機器 22,000 7,829.12 172,240,813 8,530.00 187,660,000 2.71

22 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 22,000 9,014.17 198,311,850 8,530.00 187,660,000 2.71

23 日本 株式 
三井住友フィナン

シャルグループ 
銀行業 150 1,184,110.13 177,616,520 1,230,000.00 184,500,000 2.66

24 日本 株式 
ベネッセコーポレー

ション 
サービス業 39,000 3,899.77 152,091,030 4,720.00 184,080,000 2.66

25 日本 株式 豊田通商 卸売業 58,000 3,037.49 176,174,420 3,170.00 183,860,000 2.65

26 日本 株式 日本碍子 
ガラス・土石製

品 
100,000 1,884.40 188,440,326 1,827.00 182,700,000 2.64

27 日本 株式 古河電気工業 非鉄金属 220,000 771.28 169,682,823 818.00 179,960,000 2.60

28 日本 株式 グローリー 機械 80,000 2,183.89 174,711,240 2,195.00 175,600,000 2.53

29 日本 株式 
三菱ＵＦＪフィナン

シャル・グループ 
銀行業 120 1,577,060.25 189,247,230 1,460,000.00 175,200,000 2.53

30 日本 株式 
みずほフィナンシャ

ルグループ 
銀行業 200 920,242.00 184,048,400 870,000.00 174,000,000 2.51

＊上位30銘柄 

＊投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価評価額比率です。 
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業種別投資比率 

（平成 19年 1 月 31 日現在） 

種類 地域 業種 投資比率(％) 

株式 日本 電気機器 14.26

  輸送用機器 11.77

  化学 8.90

  銀行業 7.70

  情報・通信業 7.58

  医薬品 5.99

  精密機器 5.52

  機械 5.17

  サービス業 4.04

  鉄鋼 3.00

  その他金融業 2.94

  食料品 2.93

  小売業 2.71

  卸売業 2.65

  ガラス・土石製品 2.64

  非鉄金属 2.60

  不動産業 2.42

  金属製品 1.75

合計 94.57

＊投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価評価額比率です。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 

 

(3) 運用実績 

① 純資産の推移 

平成 19 年 1 月 31 日（直近日）現在、同日前 1 年以内における各月末およびファンド設定時から

の各計算期間末におけるファンドの純資産総額および基準価額（1 万口当たりの純資産額）の推移

は次の通りです。 

純資産総額(百万円) 基準価額(円)  

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 

第1期計算期間末(平成12年6月29日) 3,625 3,625 9,590 9,590

第2期計算期間末(平成13年6月29日) 4,671 4,671 8,172 8,172

第3期計算期間末(平成14年7月 1日) 4,010 4,010 6,368 6,368

第4期計算期間末(平成15年6月30日) 3,806 3,806 6,206 6,206

第5期計算期間末(平成16年6月29日) 6,889 7,049 12,906 13,206

第6期計算期間末(平成17年6月29日) 8,286 8,286 11,608 11,608

第7期計算期間末(平成18年6月29日) 4,426 6,351 11,038 15,838
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第8期中間計算期間末(平成18年12月29日) 7,163 7,163 11,785 11,785

平成18年1月末日 7,365 － 17,730 －

2月末日 7,049 － 17,097 －

3月末日 7,059 － 17,834 －

4月末日 6,756 － 17,609 －

5月末日 6,235 － 16,015 －

6月末日 6,124 － 11,251 －

7月末日 6,324 － 11,061 －

8月末日 6,706 － 11,410 －

9月末日 7,052 － 11,292 －

10月末日 7,213 － 11,421 －

11月末日 7,160 － 11,310 －

12月末日 7,163 － 11,785 －

平成19年1月末日 6,933 － 11,913 －

 

② 分配の推移 

計算期間 1万口当り分配金（円） 

第1期計算期間（H11.6.30～H12.6.29） 0 

第2期計算期間（H12.6.30～H13.6.29） 0 

第3期計算期間（H13.6.30～H14.7.1） 0 

第4期計算期間（H14.7.2～H15.6.30） 0 

第5期計算期間（H15.7.1～H16.6.29） 300 

第6期計算期間（H16.6.30～H17.6.29） 0 

第7期計算期間（H17.6.30～H18.6.29） 4,800 

第8期中間計算期間（H18.6.30～H18.12.29） 0 

 

③ 収益率の推移 

計算期間 収益率（％） 

第1期計算期間（H11.6.30～H12.6.29） ▲4.1 

第2期計算期間（H12.6.30～H13.6.29） ▲14.8 

第3期計算期間（H13.6.30～H14.7.1） ▲22.1 

第4期計算期間（H14.7.2～H15.6.30） ▲2.5 

第5期計算期間（H15.7.1～H16.6.29） 112.8 

第6期計算期間（H16.6.30～H17.6.29） ▲10.1 

第7期計算期間（H17.6.30～H18.6.29） 36.4 

第8期中間計算期間（H18.6.30～H18.12.29） 6.8 

（注）収益率の算出方法：計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価

額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を、前期末基

準価額で除して 100 を乗じた数値です。 

 

６ 手続等の概要 

(1) 申込（販売）手続等（原交付目論見書24～25ページ） 

①、② （略） 

③ 収益分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコースが

あります。各申込コースの取得申込単位は以下の通りです。 
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（中略） 

ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は 1口単位とします。 

また、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、詳し

くは販売会社（販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。）にお問い合わせく

ださい。なお、投資信託定時定額購入プラン（販売会社によって名称が異なる場合があります。詳

細は販売会社にお問い合わせください。）を申し込まれた申込者については、毎月のあらかじめ指

定する日にあらかじめ指定した金額をもってファンドの取得の申込みを行ないます。 

④、⑤ （略） 
 

※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売会社に、取得申込

と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものと

し、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当

該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を

行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿

への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替

機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿

への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託の

つど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

 

(2) 換金（解約）手続等（原交付目論見書25～27ページ） 

一部解約による方法と買取りによる方法によりいつでも換金を行なうことができます。ご換金の

お申込みの受付は原則として販売会社の営業日の午後 3 時（年末年始などわが国の証券取引所が半

休日の場合は午前 11 時）までとし、受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付となります。 

なお、換金に関する手続き、または換金価格についての詳細は、販売会社にお問い合わせくださ

い。 

 

≪一部解約≫ 

① 受益者（販売会社を含みます。）は、自己に帰属する受益権について、委託会社に下記の単位

をもって一部解約の実行を請求することができます。 

（後略） 

② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行なうもの

とします。 

③、④ （略） 

⑤ 解約請求制の手取り額 

解約請求による 1 万口当たりの手取り額は、解約請求受付日の基準価額から所得税および地

方税（基準価額が個別元本＊を上回った場合、その超過額の 10％）を差し引いた金額となりま

す。詳しくは「４ 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。 

＊「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料は含まれません。）を

いいます。詳細は「４ 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。 

⑥ （略） 

⑦ 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は受付中止以前に行なった当日の

一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し

ない場合には、受益権の一部解約の価額は、受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日

に一部解約の実行の請求を受付けたものとして当該計算日の基準価額とします。 

⑧ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 4 営業日目から、販売会

社の営業所等において、受益者に支払われます。ただし、委託会社の自らの募集にかかる受益

権に帰属する一部解約金の支払いは、委託会社において行なうものとします。 

⑨ （略） 
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≪買取り≫ 

① 販売会社は、受益者の請求があるときは下記の単位をもってその受益権を買取ります。 

（以下略） 

②受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額となります（ただし、販売会社がその買取っ

た受益権を当日または翌日に償還または一部解約を行なった場合など一定の要件を満たす場合

に限られます。）＊ 

＊詳しくは「４ 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。 

③ 販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会

社との協議に基づいて、受益権の買取りを中止することができます。 

④ 受益権の買取りが中止された場合には、受益者はその買取り中止以前に行なった当日の買取り

請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、受益権の買取

価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして、

前記②の規定に準じて算定した価額とします。 

 

※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行なう受益者は、その口

座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行な

うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規

定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。平成19年1

月4日以降の解約（換金）請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。平成18年

12月29日時点で保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しています。

受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し

込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要します

ので、ご留意ください。 

 

 

７ 管理及び運営の概要（原交付目論見書27～30ページ） 

(1) 資産の評価 

① 基準価額の計算方法 

受益権 1 口当たりの純資産額を基準価額といいます（ただし便宜上 1 万口当たりに換算した価

額で表示されます。）。 

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および

社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控

除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をい

います。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売

買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算

日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

② 基準価額の計算頻度、照会方法 （略） 

③ 追加信託金等の計算方法 

追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を乗

じて得た額とします。 

収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金＊は、原則として、受益者毎の信託

時の受益権の価額等※に応じて計算されるものとします。 

＊「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受

益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均さ

れ、収益分配のつど調整されるものとします。 

※「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価

額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものと

します。 
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(4) 信託の終了（ファンドの繰上償還） 

1.～7. （略） 

8.委託会社が監督官庁より認可(※)の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契

約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者(＊)に引継ぐことを命じたときは、この信託

は、下記「(5)信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者(＊)と受託会社

との間において存続します。 

※ 金融商品取引法が施行された場合には、「認可」を「登録」と読み替えます。 

＊ 金融商品取引法が施行された場合には、「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」と読

み替えます。 

9. （略） 

 

(5) 信託約款の変更 

1.～6. （略） 

7.（削除） 

（以下略） 

 

(6) 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、前記「(4)信託の終了 3.」または

「(5)信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対

し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 

 

第２ 財務ハイライト情報（原交付目論見書31～34ページ） 

原交付目論見書の「第２ 財務ハイライト情報」の後に以下の内容が新たに追加されます。以下

は、追加される内容のみ記載しております。 

 

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の

計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下、「投資信託財産計算規則」という。）

に基づいて作成しております。 

なお、投資信託財産計算規則は、平成 18 年 4 月 20 日付内閣府令第 49 号により改正されており

ますが、第 7 期中間計算期間(平成 17 年 6 月 30 日から平成 17 年 12 月 29 日まで)については改正

前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第 8 期中間計算期間(平成 18 年 6 月 30 日から

平成 18 年 12 月 29 日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。 

また、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

なお、ここに表示する中間財務諸表（「中間貸借対照表」および「中間損益及び剰余金計算

書」）は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」（投資信託

説明書（請求目論見書））から抜粋して記載しております。 

 

(2) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第7期中間計算期間（平成17年6月30日か

ら平成17年12月29日まで）及び第8期中間計算期間（平成18年6月30日から平成18年12月29日まで）

の中間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けており、その証明にかかる中間監

査報告書は当該中間財務諸表に添付されております。 
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中間財務諸表 

りそな・アクティブジャパン 

 

１ 中間貸借対照表 

期 別 

 

第7期中間計算期間末 

（平成17年12月29日現在） 

第8期中間計算期間末 

（平成18年12月29日現在） 

科 目 金  額 金  額 

資産の部   

流動資産 

コール・ローン 407,658,282 340,781,585 

株式 6,388,055,000 6,909,762,000 

未収配当金 1,518,750 2,159,100 

未収利息 11 1,400 

流動資産合計 6,797,232,043 7,252,704,085 

資産合計 6,797,232,043 7,252,704,085 

負債の部 

流動負債 

未払解約金 38,059,645 35,529,459 

未払受託者報酬 3,795,899 3,577,980 

未払委託者報酬 53,142,561 50,091,657 

その他未払費用 265,645 250,397 

流動負債合計 95,263,750 89,449,493 

負債合計 95,263,750 89,449,493 

純資産の部 

元本等 

元本 

元本 4,045,734,737 6,078,208,051 

剰余金 

中間剰余金 2,656,233,556 1,085,046,541 

（分配準備積立金） (387,381,285) (652,786)

純資産合計 6,701,968,293 7,163,254,592 

負債・純資産合計 6,797,232,043 7,252,704,085 
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２ 中間損益及び剰余金計算書 

（単位：円）

期 別 第7期中間計算期間 

自 平成17年 6月30日 

至 平成17年12月29日 

第8期中間計算期間 

自 平成18年 6月30日 

至 平成18年12月29日 

科 目 金  額 金  額 

営業収益   

受取配当金 20,173,200 30,805,700 

受取利息 2,320 335,335 

有価証券売買等損益 2,517,593,159 498,658,139 

派生商品取引等損益 － △7,998,000 

営業収益合計 2,537,768,679 521,801,174 

営業費用  

受託者報酬 3,795,899 3,577,980 

委託者報酬 53,142,561 50,091,657 

その他費用 265,645 250,397 

営業費用合計 57,204,105 53,920,034 

営業利益金額 2,480,564,574 467,881,140 

経常利益金額 2,480,564,574 467,881,140 

中間純利益金額 2,480,564,574   467,881,140 

一部解約に伴う中間純利益金額分配額 671,938,326 33,279,176 

期首剰余金 1,147,899,874 416,312,081 

剰余金増加額 434,970,226 330,115,171 

当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 434,970,226 330,115,171 

剰余金減少額 735,262,792 95,982,675 

当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 735,262,792 95,982,675 

分配金   － － 

中間剰余金 2,656,233,556 1,085,046,541 
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期 別 

 

項 目 

第7期中間計算期間 

自 平成17年 6月30日 

至 平成17年12月29日 

第8期中間計算期間 

自 平成18年 6月30日 

至 平成18年12月29日 

1.運用資産の評価基準及び

評価方法 

 

株式 

原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価額のある

有価証券についてはその最終相場（計算

日に最終相場のない場合には、直近の日

の最終相場）で評価しております。 

株式 

同左 

2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準 

受取配当金は、原則として株式の配

当落ち日において、その金額が確定して

いるものについては当該金額、未だ確定

していない場合は予想配当金額の90%を

計上し、残額については入金時に計上し

ております。 

(1)受取配当金の計上基準 

同左 

 (2)有価証券売買等損益の計上基準  

 

約定日基準で計上しております。 

(2)有価証券売買等損益、派生商品取引

等損益の計上基準 

同左 

3.表示  平成18年4月20日付内閣府令第49号によ

る投資信託財産計算規則の改正により、

表示方法が以下のとおり変更されており

ます。 

(1)中間貸借対照表 

純資産の部は、従来の元本及び剰余金の

区分から、元本等及び評価・換算差額等

の区分となりました。ただし、評価・換

算差額等の区分は記載すべき事項がない

ため、記載を省略しております。 

(2)中間損益及び剰余金計算書 

経常損益の部、営業損益の部の表示は廃

止されました。また、営業損益、経常損

益及び中間純損益は、当期から営業損益

金額、経常損益金額及び中間純損益金額

としております。 

4.その他 当ファンドの計算期間は平成17年6月

30日から平成18年6月29日までとなって

おります。 

なお、当該中間計算期間は平成17年6

月30日から平成17年12月29日までとなっ

ております。 

当ファンドの計算期間は平成18年6月30

日から平成19年6月29日までとなっており

ます。 

なお、当該中間計算期間は平成18年6月

30日から平成18年12月29日までとなって

おります。 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要（原交付目論見書35～36ページ） 

全文が以下の通り更新訂正されます。以下は訂正後の内容のみ記載しております。 

 

１ 受益者に対する特典 

（略） 

 

２ 受益権の譲渡 

（略） 

 

３ 受益権の譲渡の対抗要件 

（略） 

 

４ 受益権の再分割 

（略） 

 

５ 償還金 

（略） 

 

６ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

（略） 
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当該投資信託約款に係る新旧対照表 
 

追加型証券投資信託 りそな・アクティブジャパン 
 

 

下線部   は変更部分を示します。 

 
付表「運用の基本方針」の新旧対照表 

（重大な約款変更後の約款の内容） （平成18年11月27日現在の約款の内容） 

【運用の基本方針】 

約款第 15 条の規定に基づき、委託者が別に定める運用

の基本方針は次のものとします。 

【基本方針】（略） 

【運用方法】（略） 

【運用制限】 

 (1)～(7)（略） 

 (8)有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行な

います。 

 (9)スワップ取引は、約款第20条の範囲で行ないま

す。 

 (10)金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21

条の範囲で行ないます。 

【運用の基本方針】 

約款第 19 条の規定に基づき、委託者が別に定める運用

の基本方針は次のものとします。 

【基本方針】（略） 

【運用方法】（略） 

【運用制限】 

 (1)～(7)（略） 

 (8)有価証券先物取引等は、約款第23条の範囲で行な

います。 

 (9)スワップ取引は、約款第24条の範囲で行ないま

す。 

 (10)金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第25

条の範囲で行ないます。 

 

約款の新旧対照表 

変更後 変更前 

【信託期間】 

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第51

条第1項、第52条第1項、第53条第1項または第55条

第2項の規定による信託終了の日または信託契約解

約の日までとします。 

【信託期間】 

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第54

条第1項、第55条第1項、第56条第1項または第58条

第2項の規定による信託終了の日または信託契約解

約の日までとします。 

【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 

第4条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘

は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合

に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律

第2条第13項で定める公募により行われます。 

【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】 

第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧

誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に

該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条

第13項で定める公募により行われます。 

【当初の受益者】 

第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の

受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者

とし、第6条の規定により分割された受益権

は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に

帰属します。 

【当初の受益者】 

第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の

受益者は、委託者の指定する受益証券取得申

込者とし、第6条の規定により分割された受益

権は、その取得申込口数に応じて、取得申込

者に帰属します。 

【受益権の分割および再分割】 

第6条 委託者は、第2条第1項による受益権について

は6,528,750,000口に、追加信託によって生じ

た受益権については、これを追加信託のつど

第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分

割します。 

② 委託者は、受益権の再分割を行いません。た

だし、社債、株式等の振替に関する法律が施行

された場合には、受託者と協議のうえ、同法に

定めるところにしたがい、一定日現在の受益権

を均等に再分割できるものとします。 

【受益権の分割および再分割】 

第6条 委託者は、第2条第1項による受益権について

は6,528,750,000口に、追加信託によって生じ

た受益権については、これを追加信託のつど

第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分

割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在

の受益権を均等に再分割できます。 
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【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第7条 （略） 

② （略） 

③ 第25条に規定する予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買

相場の仲値によるものとします。 

【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第7条 （略） 

② （略） 

③ 第29条に規定する予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買

相場の仲値によるものとします。 

【受益権の帰属と受益証券の不発行】 

第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、

社債等の振替に関する法律（政令で定める日

以降「社債、株式等の振替に関する法律」と

なった場合は読み替えるものとし、「社債、

株式等の振替に関する法律」を含め「社振

法」といいます。以下同じ。）の規定の適用

を受けることとし、同日以降に追加信託され

る受益権の帰属は、委託者があらかじめこの

投資信託の受益権を取り扱うことについて同

意した一の振替機関（社振法第2条に規定する

「振替機関」をいい、以下「振替機関」とい

います。）及び当該振替機関の下位の口座管

理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機

関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機

関等」といいます。）の振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まります（以

下、振替口座簿に記載または記録されること

により定まる受益権を「振替受益権」といい

ます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替

機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

り消された場合または当該指定が効力を失った

場合であって、当該振替機関の振替業を承継す

る者が存在しない場合その他やむを得ない事情

がある場合を除き、振替受益権を表示する受益

証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情

等により受益証券を発行する場合を除き、無記

名式受益証券から記名式受益証券への変更の請

求、記名式受益証券から無記名式受益証券への

変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな

いものとします。 

③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益

権について、振替機関等の振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事

項の振替機関への通知を行なうものとします。

振替機関等は、委託者から振替機関への通知が

あった場合、社振法の規定にしたがい、その備

える振替口座簿への新たな記載または記録を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益

権を振替受入簿に記載または記録を申請するこ

とができるものとし、原則としてこの信託の平

【受益証券の発行および種類】 

第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益

権を表示する受益証券を発行します。この場

合の受益証券は、原則として収益分配金交付

票付の無記名式とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 委託者が発行する受益証券は、1万口券、10

万口券、100万口券、500万口券、1,000万口

券、5,000万口券の6種類とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 保護預り契約および自動けいぞく投資約款

（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契

約を含むものとします。この場合「自動けいぞ

く投資約款」は別の名称に読みかえるものとし

ます。）にしたがう契約（以下、「別に定める

契約」といいます。）に基づいて、委託者の指

定する証券会社（証券取引法第2条第9項に規定

する証券会社をいい、外国証券業者に関する法

律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みま

す。以下同じ）または登録金融機関（証券取引

法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をい

います。以下同じ）が保管する受益証券もしく

は保護預り契約に基づいて保護預りを行なう会

社（以下、「保管会社」といいます。）が保管

する委託者の自らの募集にかかる受益証券の種

類は、前項に定めるもののほか、1口の整数倍

の口数を表示した受益証券とすることができま

す。 

（新設） 
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成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権に

つき、既に信託契約の一部解約が行われたもの

で、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開

始日が平成19年1月4日以降となるものを含みま

す。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振

替受入簿に記載または記録するよう申請しま

す。ただし、保護預りではない受益証券に係る

受益権については、信託期間中において委託者

が受益証券を確認した後当該申請を行うものと

します。振替受入簿に記載または記録された受

益権にかかる受益証券（当該記載または記録以

降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配

金交付票を含みます。）は無効となり、当該記

載または記録により振替受益権となります。ま

た、委託者は、受益者を代理してこの信託の受

益権を振替受入簿に記載または記録を申請する

場合において、委託者の指定する証券会社（証

券取引法第2条第9項に規定する証券会社をい

い、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規

定する外国証券会社を含みます。以下同じ。）

および登録金融機関（証券取引法第65条の2第3

項に規定する登録金融機関をいいます。以下同

じ。）に当該申請の手続きを委任することがで

きます。 

【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権につ

いては追加信託のつど、振替機関の定める方

法により、振替機関へ当該受益権に係る信託

を設定した旨の通知を行います。 

（削除） 

【受益証券の発行についての受託者の認証】 

第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その

発行する受益証券がこの信託約款に適合する

旨の受託者の認証を受けなければなりませ

ん。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨

を受益証券に記載し記名捺印することによって

行ないます。 

【受益権の申込単位および価額】 

第11条 委託者は、第6条第1項の規定により分割され

る受益権の取得申込者に対し、1万口以上1万

口単位をもって取得の申込みに応ずることが

できます。 

② 委託者の指定する証券会社および登録金融

機関は第6条第1項の規定により分割される受

益権を、その取得申込者に対し、1万口以上1

万口単位をもって取得の申込みに応じること

ができるものとします。ただし、委託者の指

定する証券会社および登録機関と別に定める

契約を結んだ取得申込者に限り、1万円以上1

円単位をもって取得の申込みに応じることが

できるものとします。 

③ 前項の取得申込者は委託者の指定する証券

会社または登録金融機関に、取得申込と同時

にまたは予め、自己のために開設されたこの

信託の受益権の振替を行うための振替機関等

の口座を示すものとし、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載または記録が

行われます。なお、委託者の指定する証券会

社および登録金融機関は、当該取得申込の代

金（第3項の受益権の価額に当該取得申込の口

数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと

引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係

る口数の増加の記載または記録を行うことが

できます。 

【受益証券の申込単位および価額】 

第11条 委託者は、第9条の規定により発行される受

益証券の取得申込者に対し、1万口以上1万口

単位をもって取得の申込みに応ずることがで

きます。 

② 委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は第9条の規定により発行された受益証券

を、その取得申込者に対し、1万口以上1万口単

位をもって取得の申込みに応じることができる

ものとします。ただし、委託者の指定する証券

会社および登録機関と別に定める契約を結んだ

取得申込者に限り、1万円以上1円単位をもって

取得の申込みに応じることができるものとしま

す。 

（新設） 
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④ 第1項および第2項の受益権の取得の申込みに

応ずる場合、受益権の価額は、取得申込日の

基準価額に、当該基準価額にかかる手数料お

よび当該手数料にかかる消費税および地方消

費税(以下｢消費税等｣といいます。)に相当す

る金額を加算した価額とします。ただし、こ

の信託契約締結日前の取得申込にかかる受益

権の価額は、1口につき1円に、手数料および

当該手数料にかかる消費税等に相当する金額

を加算した価額とします。 

⑤ （略） 

⑥ 第4項の規定にかかわらず、受益者が別に定

める契約に基づいて収益分配金を再投資する場

合の受益権の価額は、原則として、第39条に規

定する各計算期間終了日の基準価額とします。

③ 前2項の受益証券の取得の申込みに応ずる場

合、受益証券の価額は、取得申込日の基準価

額に、当該基準価額にかかる手数料および当

該手数料にかかる消費税および地方消費税(以

下｢消費税等｣といいます。)に相当する金額を

加算した価額とします。ただし、この信託契

約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価

額は、1口につき1円に、手数料および当該手

数料にかかる消費税等に相当する金額を加算

した価額とします。 

④ （略） 

⑤ 第3項の規定にかかわらず、受益者が別に定

める契約に基づいて収益分配金を再投資する場

合の受益証券の価額は、原則として、第43条に

規定する各計算期間終了日の基準価額としま

す。 

【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

 

第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場

合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿に

係る振替機関等に振替の申請をするものとし

ます。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関

等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の

口数の増加につき、その備える振替口座簿に記

載または記録するものとします。ただし、前項

の振替機関等が振替先口座を開設したものでな

い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他

の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関

を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲

受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載

または記録が行われるよう通知するものとしま

す。 

③ 委託者は、第1項に規定する振替について、

当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関

等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託者が必要と認め

るときまたはやむをえない事情があると判断し

たときは、振替停止日や振替停止期間を設ける

ことができます。 

【受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義

書換手続】 

第12条 委託者は、受益者が委託者の定める手続きに

よって請求したときは、無記名式の受益証券

と引き換えに記名式の受益証券を、または記

名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益

証券を交付します。 

② 記名式受益証券の所持人は、委託者の定める

手続きによって名義書換を委託者に請求するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 前項の規定による名義書換の手続きは、第43

条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日

間停止します。 

【受益権の譲渡の対抗要件】 

第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座

簿への記載または記録によらなければ、委託

者および受託者に対抗することができませ

ん。 

【記名式の受益証券譲渡の対抗要件】 

第13条 記名式受益証券の譲渡は、前条の規定による

名義書換によらなければ、委託者および受託

者に対抗することができません。 

（削除） 【無記名式の受益証券の再交付】 

第14条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受

益者が、委託者の定める手続きによって公示

催告による除権判決の謄本を添え、委託者の

定める手続きにより再交付を請求したとき

は、無記名式の受益証券を再交付します。 

（削除） 【記名式の受益証券の再交付】 

第15条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益

者が、委託者の定める手続きによって再交付

を請求したときは、記名式の受益証券を再交

付します。 
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（削除） 【受益証券を毀損した場合等の再交付】 

第16条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受

益者が、当該受益証券を添え、委託者の定め

る手続きによって再交付を請求したときは、

受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑

別しがたいときは、前2条の規定を準用しま

す。 

（削除） 【受益証券の再交付の費用】 

第17条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受

益者に対して実費を請求することができま

す。 

【運用の指図範囲】 

第14条 （略） 

【運用の指図範囲】 

第18条 （略） 

以下現行約款第21条から第44条まで各条を4条繰上げ  

【信託事務の諸費用】 

第41条 （略） 

② 信託財産の財務諸表の監査報酬および当該監

査報酬に係る消費税および地方消費税（以下、

「消費税等」といいます。）に相当する金額

は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、

信託財産の純資産総額に年0.007％の率を乗じ

て計算し、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日お

よび毎計算期末、または信託終了のとき、当該

消費税等相当額とともに信託財産の中より支弁

するものとします。 

【信託事務の諸費用】 

第45条 （略） 

② 信託財産の財務諸表の監査報酬および当該監

査報酬に係る消費税および地方消費税（以下、

「消費税等」といいます。）に相当する金額

は、第43条に規定する計算期間を通じて毎日、

信託財産の純資産総額に年0.007％の率を乗じ

て計算し、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日お

よび毎計算期末、または信託終了のとき、当該

消費税等相当額とともに信託財産の中より支弁

するものとします。 

【信託報酬等の額】 

第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第

39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年10,000分の150の率を乗

じて得た額とします。 

②、③ （略） 

【信託報酬等の額】 

第46条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第

43条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年10,000分の150の率を乗

じて得た額とします。 

②、③ （略） 

【収益分配】 

第43条 （略） 

【収益分配】 

第47条 （略） 

【追加信託金および一部解約金の計算処理】 

第44条 （略） 

【追加信託金および一部解約金の計算処理】 

第48条 （略） 

【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと

支払いに関する受託者の免責】 

第45条 受託者は、収益分配金および償還金（信託終

了時における信託財産の純資産総額を受益権

口数で除した額をいいます。以下同じ。）に

ついては第46条第1項および第3項にそれぞれ

規定する支払開始日までに、一部解約金につ

いては第46条第4項に規定する支払日までに、

その全額を委託者の指定する預金口座等に払

い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定す

る預金口座等に収益分配金、償還金および一部

解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払

いにつき、その責に任じません。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への

交付と支払いに関する受託者の免責】 

第49条 受託者は、収益分配金および償還金（信託終

了時における信託財産の純資産総額を受益権

口数で除した額をいいます。以下同じ。）に

ついては第50条第1項および第3項にそれぞれ

規定する支払開始日の前日までに、一部解約

金については第50条第4項に規定する支払日

までに、その全額を委託者に交付します。 

 

② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分

配金、償還金および一部解約金を交付した後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任

じません。 



 21

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 

第46条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以

内の委託者の指定する日から、毎計算期間の

末日において振替機関等の振替口座簿に記載

または記録されている受益者（当該収益分配

金にかかる計算期間の末日以前において一部

解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる計算

期間の末日以前に設定された受益権で取得申

込代金支払前のため委託者の指定する証券会

社または登録金融機関の名義で記載または記

録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に支払います。なお、

平成19年1月4日以降においても、第47条に規

定する時効前の収益分配金にかかる収益分配

金交付票は、なおその効力を有するものと

し、当該収益分配金交付票と引換えに受益者

に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に

基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し

ては、受託者が委託者の指定する預金口座等に

払い込むことにより、原則として、毎計算期間

終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指

定する証券会社および登録金融機関に交付され

ます。この場合、委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収

益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを

行ないます。当該売付けにより増加した受益権

は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿

に記載または記録されます。 

③ 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関は、前項の受益者

がその有する受益権の全部もしくは一部の口数

について、あらかじめ前項の収益分配金の再投

資にかかる受益権の売付けを中止することを申

し出た場合においては、前項の規定にかかわら

ず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計

算期間終了の都度受益者に支払います。 

④ 償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託者

の指定する日から、信託終了日において振替機

関等の振替口座簿に記載または記録されている

受益者（信託終了日以前において一部解約が行

われた受益権にかかる受益者を除きます。ま

た、当該信託終了日以前に設定された受益権で

取得申込代金支払前のため委託者の指定する証

券会社または登録金融機関の名義で記載または

記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に支払います。なお、当

該受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して委託者がこの信託の償還をするの

と引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と

同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法

の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい

て当該口数の減少の記載または記録が行なわれ

ます。また、受益証券を保有している受益者に

対しては、償還金は、信託終了日後１カ月以内

の委託者の指定する日から受益証券と引き換え

に当該受益者に支払います。 

⑤ （略） 

⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 

第50条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以

内の委託者の指定する日から、収益分配金交

付票と引換えに受益者に支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に

基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し

ては、委託者は原則として毎計算期間終了日の

翌営業日に収益分配金を委託者の指定する証券

会社および登録金融機関に支払います。この場

合委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投

資にかかる受益証券の売り付けを行ないます。

ただし、第53条第3項により信託の一部解約が

行なわれた場合に、当該受益証券に帰属する収

益分配金があるときは、第1項の規定に準じて

受益者に支払います。 

③ 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関は、前項の受益者

がその有する受益証券の全部もしくは一部の口

数について、あらかじめ前項の収益分配金の再

投資にかかる受益証券の売付けを中止すること

を申し出た場合においては、前項の規定にかか

わらず、当該受益証券に帰属する収益分配金を

当該計算期間終了の都度受益者に支払います。

④ 償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者

の指定する日から受益証券と引換えに受益者に

支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ （略） 

⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および
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一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券

会社および登録金融機関の営業所等において行

なうものとします。ただし、委託者の自らの募

集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還

金および一部解約金の支払いは、委託者におい

て行なうものとします。 

⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかか

る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託

時の受益権の価額等に応じて計算されるものと

します。 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券

会社および登録金融機関の営業所等において行

なうものとします。ただし、委託者の自らの募

集にかかる受益証券に帰属する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、委託者にお

いて行なうものとします。 

⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかか

る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信

託時の受益証券の価額等に応じて計算されるも

のとします。 

⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらか

じめその印鑑を届け出るものとし、第1項の場

合には収益分配金交付票に、第4項および第5項

の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺す

るものとします。 

⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影

を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益

分配金、償還金もしくは一部解約金の支払いを

したときは、印鑑の盗用その他の事情があって

も、そのために生じた損害についてその責を負

わないものとします。 

【収益分配金および償還金の時効】 

第47条 受益者が、収益分配金については第46条第1

項に規定する支払開始日から5年間その支払い

を請求しないとき、ならびに信託終了による

償還金については第46条第4項に規定する支払

開始日から10年間その支払いを請求しないと

きは、その権利を失い、受託者から交付を受

けた金銭は、委託者に帰属します。 

【収益分配金および償還金の時効】 

第51条 受益者が、収益分配金については第50条第1

項に規定する支払開始日から5年間その支払

いを請求しないとき、ならびに信託終了によ

る償還金については第50条第4項に規定する

支払開始日から10年間その支払いを請求しな

いときは、その権利を失い、委託者が受託者

から交付を受けた金銭は、委託者に帰属しま

す。 

【受益権の買取り】 

第48条 委託者の指定する証券会社および登録金融

機関は、受益者から買取の請求があるときは

1万口単位(別に定める契約にかかる受益権に

ついては1口の整数倍)をもってその受益権を

買取ります。 

② 前項の場合、受益権の買取価額は、買取り

の請求を受付けた日（以下「買取請求受付

日」といいます。）の基準価額から、当該買

取りに関して当該買取りを行なう委託者の指

定する証券会社および登録金融機関にかかる

源泉徴収税額に相当する金額を控除した額と

します。 

③ 委託者の指定する証券会社および登録金融

機関は、証券取引所における取引の停止その

他やむを得ない事情があるときは、委託者と

当該証券会社との協議に基づいて第1項による

受益権の買取りを中止することができます。 

④ 前項により受益権の買取りが中止された場

合には、受益者は買取中止以前に行なった当

日の買取請求を撤回できます。ただし、受益

者がその請求を撤回しない場合には、当該受

益権の買取価額は、買取中止を解除した後の

最初の基準価額の計算日に買取りを受け付け

たものとして、当該基準価額の計算日の基準

価額から、当該買取りに関して当該買取りを

行なう委託者の指定する証券会社および登録

金融機関にかかる源泉徴収税額に相当する金

額を控除した額とします。 

【受益証券の買取り】 

第52条 委託者の指定する証券会社および登録金融

機関は、受益者から買取の請求があるときは

1万口単位(別に定める契約にかかる受益証券

については1口の整数倍)をもってその受益証

券を買取ります。 

② 前項の場合、受益証券の買取価額は、買取

りの請求を受付けた日（以下「買取請求受付

日」といいます。）の基準価額から、当該買

取りに関して当該買取りを行なう委託者の指

定する証券会社および登録金融機関にかかる

源泉徴収税額に相当する金額を控除した額と

します。 

③ 委託者の指定する証券会社および登録金融

機関は、証券取引所における取引の停止その

他やむを得ない事情があるときは、委託者と

当該証券会社との協議に基づいて第1項による

受益証券の買取りを中止することができま

す。 

④ 前項により受益証券の買取りが中止された

場合には、受益者は買取中止以前に行なった

当日の買取請求を撤回できます。ただし、受

益者がその請求を撤回しない場合には、当該

受益証券の買取価額は、買取中止を解除した

後の最初の基準価額の計算日に買取りを受け

付けたものとして、当該基準価額の計算日の

基準価額から、当該買取りに関して当該買取

りを行なう委託者の指定する証券会社および

登録金融機関にかかる源泉徴収税額に相当す

る金額を控除した額とします。 
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【信託の一部解約】 

第49条 受益者（委託者の指定する証券会社および登

録金融機関を含みます。）は、自己に帰属す

る受益権につき、委託者に1万口単位（別に定

める契約にかかる受益権または委託者の指定

する証券会社および登録金融機関に帰属する

受益権については1口単位）をもって一部解約

の実行を請求することができます。 

 

② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に

係る一部解約の実行の請求を受益者がするとき

は、委託者の指定する証券会社または登録金融

機関に対し、振替受益権をもって行なうものと

します。ただし、平成19年1月4日以降に一部解

約金が受益者に支払われることとなる一部解約

の実行の請求で、平成19年1月４日前に行なわ

れる当該請求については、振替受益権となるこ

とが確実な受益証券をもって行なうものとしま

す。 

③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を

受け付けた場合には、この信託契約の一部を解

約します。なお、第1項の一部解約の実行の請

求を行なう受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと

引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数

と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振

法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお

いて当該口数の減少の記載または記録が行なわ

れます。 

④ （略） 

⑤ （略） 

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中

止された場合には、受益者は当該受付中止以前

に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回で

きます。ただし、受益者がその一部解約の実行

の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一

部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の

最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請

求を受け付けたものとして第4項の規定に準じ

て計算された価額とします。 

⑦ （略） 

⑧ （略） 

【信託の一部解約】 

第53条 受益者（委託者の指定する証券会社および登

録金融機関を含みます。）は、自己の有する

受益証券につき、委託者に1万口単位（別に

定める契約にかかる受益証券または委託者の

指定する証券会社および登録金融機関の所有

にかかる受益証券については1口の整数倍）

をもって一部解約の実行を請求することがで

きます。 

② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をする

ときは、委託者または委託者の指定する証券会

社および登録金融機関に対し、受益証券をもっ

て行なうものとします。 

 

 

 

 

 

 

③ 委託者は、第1項および第2項の一部解約の実

行の請求を受付けた場合には、この信託契約の

一部を解約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ （略） 

⑤ （略） 

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中

止された場合には、受益者は当該受付中止以前

に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回で

きます。ただし、受益者がその一部解約の実行

の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部

解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最

初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求

を受け付けたものとして第4項の規定に準じて

計算された価額とします。 

⑦ （略） 

⑧ （略） 

【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】 

第50条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載また

は記録されている受益権にかかる収益分配金

の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、

一部解約金および償還金の支払い等について

は、この約款によるほか、民法その他の法令

等にしたがって取り扱われます。 

（新設） 

【信託契約の解約】 

第51条 （略） 

【信託契約の解約】 

第54条 （略） 

【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第52条 （略） 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第56条の

規定にしたがいます。 

【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第55条 （略） 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第59条の

規定にしたがいます。 

【委託者の認可取消等に伴う取扱い】 

第53条 （略） 

【委託者の認可取消等に伴う取扱い】 

第56条 （略） 
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② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信

託契約に関する委託者の業務を他の投資信託

委託業者に引き継ぐことを命じたときは、こ

の信託は、第56条第4項に該当する場合を除

き、当該投資信託委託業者と受託者との間に

おいて存続します。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信

託契約に関する委託者の業務を他の投資信託

委託業者に引き継ぐことを命じたときは、こ

の信託は、第59条第4項に該当する場合を除

き、当該投資信託委託業者と受託者との間に

おいて存続します。 

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 

第54条 （略） 

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 

第57条 （略） 

【受託者の辞任に伴う取扱い】 

第55条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を

辞任することができます。この場合、委託者

は、第56条の規定にしたがい、新受託者を選

任します。 

② （略） 

【受託者の辞任に伴う取扱い】 

第58条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を

辞任することができます。この場合、委託者

は、第59条の規定にしたがい、新受託者を選

任します。 

② （略） 

【信託約款の変更】 

第56条 （略） 

【信託約款の変更】 

第59条 （略） 

【反対者の買取請求権】 

第57条 第51条に規定する信託契約の解約または前条

に規定する信託約款の変更を行う場合におい

て、第51条第3項または前条第3項の一定の期

間内に委託者に対して異議を述べた受益者

は、受託者に対し、自己に帰属する受益権

を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す

ることができます。 

【反対者の買取請求権】 

第59条の2 第54条に規定する信託契約の解約または

前条に規定する信託約款の変更を行う場合に

おいて、第54条第3項または前条第3項の一定

の期間内に委託者に対して異議を述べた受益

者は、受託者に対し、自己の有する受益証券

を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す

ることができます。 

【信託期間の延長】 

第58条 （略） 

【信託期間の延長】 

第60条 （略） 

【公告】 

第59条 （略） 

【公告】 

第61条 （略） 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第60条 （略） 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第62条 （略） 

（付 則） 

第1条 第46条第7項に規定する「収益調整金」は、所

得税法施行令第27条の規定によるものとし、各

受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差

額をいい、原則として、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整さ

れるものとします。また、同条同項に規定する

「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」と

は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権

の価額をいい、追加信託のつど当該口数により

加重平均され、収益分配のつど調整されるもの

とします。なお、平成12年3月31日以前の取得

申込にかかる受益権の信託時の受益証券の価額

は、委託者が計算する平成12年3月31日の平均

信託金（信託金総額を総口数で除して得た額）

とみなすものとします。 

 

第2条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第

10条、第12条から第17条の規定および受益権と

読み替えられた受益証券に関する規定は、委託

者がやむを得ない事情等により受益証券を発行

する場合には、なおその効力を有するものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

（付 則） 

第1条 第50条第7項に規定する「収益調整金」は、

所得税法施行令第27条の規定によるものとし、

各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本と

の差額をいい、原則として、追加信託のつど当

該口数により加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。また、同条同項に規定

する「各受益者毎の信託時の受益証券の価額

等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の

受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整さ

れるものとします。なお、平成12年3月31日以

前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益証

券の価額は、委託者が計算する平成12年3月31

日の平均信託金（信託金総額を総口数で除して

得た額）とみなすものとします。 

 

第2条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、

社債等の振替に関する法律（政令で定める日

以降「社債、株式等の振替に関する法律」と

なった場合は読み替えるものとし、「社債、

株式等の振替に関する法律」を含め「社振

法」といいます。以下同じ。）の規定の適用

を受けることとし、同日以降に追加信託され

る受益権の帰属は、委託者があらかじめこの

投資信託の受益権を取り扱うことについて同

意した一の振替機関（社振法第2条に規定する

「振替機関」をいい、以下「振替機関」とい

います。）及び当該振替機関の下位の口座管
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（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機

関」をいいます。）の振替口座簿に記載また

は記録されることにより定まります（以下、

振替口座簿に記載または記録されることによ

り定まる受益権を「振替受益権」といいま

す。）。当該振替受益権は、受益証券とみな

され、この信託約款の適用を受けるものと

し、委託者は、この信託の受益権を取り扱う

振替機関が社振法の規定により主務大臣の指

定を取り消された場合または当該指定が効力

を失った場合であって、当該振替機関の振替

業を承継する者が存在しない場合を除き、当

該振替受益権を表示する受益証券を発行しま

せん。 

また、約款本文の規定にかかわらず、平成19年1

月4日以降、委託者は、受益権の再分割を行ない

ません。ただし、社債、株式等の振替に関する

法律が施行された場合には、受託者と協議のう

え、同法に定めるところにしたがい、一定日現

在の受益権を均等に再分割できるものとしま

す。 

② 平成19年1月4日前に信託された受益権に係る

受益証券を保有する受益者は、自己の有する受

益証券につき、委託者に振替受入簿に記載また

は記録を申請するよう請求することができま

す。 

③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記

録の申請の請求を受け付けた場合には、当該請

求に基づき当該受益証券に係る受益権を振替受

入簿に記載または記録を申請します。この場合

において、委託者は、委託者の指定する証券会

社および登録金融機関に当該申請の手続きを委

任することができます。 

④ 受益者が第2項の振替受入簿に記載または記

録の申請の請求をするときは、委託者の指定す

る証券会社または登録金融機関に対し、受益証

券をもって行なうものとします。なお、振替受

入簿に記載または記録された受益権にかかる受

益証券（当該記載または記録以降に到来する計

算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含み

ます。）は無効となり、当該記載または記録に

よる振替受益権は、受益証券とみなされ、この

信託約款の適用を受けるものとします。ただ

し、一旦、振替受入簿に記載または記録された

受益権については、この信託の受益権を取り扱

う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指

定を取り消された場合または当該指定が効力を

失った場合であって、当該振替機関の振替業を

承継する者が存在しない場合その他やむを得な

い事情がある場合を除き、受益者は受益証券の

発行を請求しないものとします。 

⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信

託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申

請することができる旨の信託約款変更をしよう

とする場合は、その変更の内容が重大なものと

して約款本文の信託約款変更の規定にしたがい

ます。ただし、この場合において、振替受入簿

の記載または記録を申請することについて委託

者に代理権を付与することについて同意をして

いる受益者へは、変更しようとする旨およびそ
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

の内容を記載した書面の交付を原則として行な

いません。 

⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場

合、原則としてこの信託の平成18年12月29日現

在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契

約の一部解約が行われたもので、当該一部解約

にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1

月4日以降となるものを含みます。）を受益者

を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載

または記録するよう申請します。ただし、保護

預りではない受益証券に係る受益権について

は、信託期間中において委託者が受益証券を確

認した後当該申請を行なうものとします。 

⑦ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場

合、平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約

に係る一部解約の実行の請求を受益者がすると

きは、委託者の指定する証券会社または登録金

融機関に対し、振替受益権をもって行なうもの

とします。ただし、平成19年1月4日以降に一部

解約金が受益者に支払われることとなる一部解

約の実行の請求で、平成19年1月４日前に行な

われる当該請求については、振替受益権となる

ことが確実な受益証券をもって行なうものとし

ます。 

⑧ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場

合においても、平成19年1月4日以降約款本文に

規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配

金交付票は、なおその効力を有するものとし、

当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支

払います。 

 

 
（参考）金融商品取引法等の施行に伴う信託約款について 

 

金融商品取引法ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律が施行された場

合には、信託約款中の（委託者の認可取消等に伴う取扱い）の規定につきましては、規定していた法令

が投資信託及び投資法人に関する法律から金融商品取引法に変更となる部分を含みますので、以下の通

りお読み替えください。（下線部は変更部分を示します。） 

 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第53条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託

会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第56条第4項の規定に該当する場合を除き、

当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 



 

 

 

りそな・アクティブジャパン 
追加型株式投資信託／国内株式型（一般型） 

 

 

投資信託説明書（請求目論見書）訂正事項分 
２００７.０３ 

 

 
■ 当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券等（外貨建証券には為替リスクもあります。）に投資します

ので、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 

■ 当ファンドは、投資家の皆様の投資元本および収益が保証されているものではありません。 

■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家の皆様に帰属します。 

■ 当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「りそな・アクティブジャパン」の募集については、委

託会社は証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成18年9月28日に関東

財務局長に提出しており、平成18年9月29日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定

により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年3月29日に関東財務局長に提出しております。 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15

条第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 

３．「りそな・アクティブジャパン」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場

の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当

ファンドは元本が保証されているものではありません。 
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Ⅰ．投資信託説明書（請求目論見書）の訂正理由 

平成19年3月29日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「りそな・アクティブジャ

パン」の投資信託説明書 2006年9月（以下「原請求目論見書」といいます。）の記載事項のうち、

新たな情報に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものです。 
 

Ⅱ．訂正の内容 

原請求目論見書の内容が訂正事項の内容に変更されます。 

 

 

 

第２ 手続等（原請求目論見書1～3ページ） 

１ 申込（販売）手続等 

(1)、(2) （略） 

(3) 収益分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあ

ります。各申込コースの取得申込単位は以下の通りです。 

（中略） 

ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は 1口単位とします。 

また、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、詳しく

は販売会社（販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。）にお問い合わせくだ

さい。なお、投資信託定時定額購入プランを申し込まれた申込者については、毎月のあらかじめ指

定する日にあらかじめ指定した金額をもってファンドの取得の申込みを行ないます。 

（以下略） 

(4)、(5) （略） 

※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同

時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当

該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申

込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうこと

ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託

会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま

たは記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定

める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

 

 

２ 換金（解約）手続等 

一部解約による方法と買取りによる方法によりいつでも換金を行なうことができます。ご換金のお

申込みの受付は原則として販売会社の営業日の午後 3 時（年末年始などわが国の証券取引所が半休日

の場合は午前 11 時）までとし、受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付となります。 

なお、換金に関する手続き、または換金価格についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。 

 

≪一部解約≫ 

① 受益者（販売会社を含みます。）は、自己に帰属する受益権について、委託会社に下記の単位を

もって一部解約の実行を請求することができます。 

（以下略） 

② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行なうものと

します。 

③、④ （略） 

⑤ 解約請求制の手取り額 

解約請求による 1 万口当たりの手取り額は、解約請求受付日の基準価額から所得税および地方

税（基準価額が個別元本＊を上回った場合、その超過額の 10％）を差し引いた金額となります。 

＊「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料は含まれません。）をい

います。 
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⑥ (略) 

⑦ 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は受付中止以前に行なった当日の一

部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない

場合には、受益権の一部解約の価額は、受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部

解約の実行の請求を受付けたものとして当該計算日の基準価額とします。 

⑧ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 4 営業日目から、販売会社

の営業所等において、受益者に支払われます。ただし、委託会社の自らの募集にかかる受益権に

帰属する一部解約金の支払いは、委託会社において行なうものとします。 

⑨ （略） 

 

≪買取り≫ 

① 販売会社は、受益者の請求があるときは下記の単位をもってその受益権を買取ります。 

（以下略） 

②受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額となります（ただし、販売会社がその買取った

受益権を当日または翌日に償還または一部解約を行なった場合など一定の要件を満たす場合に限

られます。） 

③ 販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社

との協議に基づいて、受益権の買取りを中止することができます。 

④ 受益権の買取りが中止された場合には、受益者はその買取り中止以前に行なった当日の買取り請

求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、受益権の買取価額

は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして、前記②

の規定に準じて算定した価額とします。 

※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行なう受益者は、その口

座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なう

のと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に

したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。平成19年1月4日以

降の解約（換金）請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。平成18年12月29日時

点で保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しています。受益証券を

お手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、

個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意くだ

さい。 

 

 

第３ 管理及び運営（原請求目論見書3～9ページ） 

１ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

① 基準価額の計算方法 

受益権 1 口当たりの純資産額を基準価額といいます（ただし便宜上 1 万口当たりに換算した価額

で表示されます。）。 

(以下略) 

② 基準価額の計算頻度、照会方法 （略） 

③ 追加信託金等の計算方法 

追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を乗じ

て得た額とします。 

収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金＊は、原則として、受益者毎の信託時

の受益権の価額等※に応じて計算されるものとします。 

＊「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益

権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、

収益分配のつど調整されるものとします。 

※「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額

をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとしま

す。 
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(2) 保管 

該当事項はありません。 

 

(5) その他 

① 信託の終了（ファンドの繰上償還） 

1.～7. （略） 

8.委託会社が監督官庁より認可(＊)の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契

約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者(※)に引継ぐことを命じたときは、この信託

は、下記「②信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者(※)と受託会社

との間において存続します。 

＊ 金融商品取引法が施行された場合には、「認可」を「登録」と読み替えます。 

※ 金融商品取引法が施行された場合には、「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」と読み

替えます。 

（以下略） 

② 信託約款の変更 

1.～6. （略） 

7. （削除） 

（以下略） 

③ 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、前記「①信託の終了 3.」または「②

信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自

己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

④～⑩ （略） 

⑪受益権の帰属と受益証券の不発行 

1.この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降

「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振

替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、

同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱

うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替

機関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管

理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載また

は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

る受益権を「振替受益権」といいます。）。 

2.委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が

存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式

受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の

請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

3.委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機

関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替

口座簿への新たな記載または記録を行います。 

4.委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することが

できるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権（受益権につき、

既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平

成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受

入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権に



 4

ついては、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振

替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する

計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録に

より振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿

に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社（証券取引法第 2 条第 9

項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社

を含みます。以下同じ。）および登録金融機関（証券取引法第 65 条の 2第 3 項に規定する登録金

融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。 

⑫ 受益権の設定に係る受託者の通知 

受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ

り、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

⑬ 受益権の分割および再分割、追加日時の異なる受益権の内容 

1. （略） 

2.委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行

された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権

を均等に再分割できるものとします。 

3. （略） 

⑭ 受益権の譲渡に係る記載または記録、受益権の譲渡の対抗要件 

1.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

2.前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の

口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載

または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない

場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を

含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載ま

たは記録が行われるよう通知するものとします。 

3.委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断した

ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

4.受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 

⑮～⑱ （略） 

⑲ 関係法人との契約の更新 

委託会社と販売会社との間で締結された投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、

契約日より 1 年間を有効期間とし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも何

らの意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、その後の取扱いについても同様と

します。 

⑳ 開示 （略） 

（以下削除） 

 

 

２ 受益者の権利等（原請求目論見書10～11ページ） 

① この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、

分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

② 受託会社は、収益分配金および償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については

支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。委託会社の指定する預

金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

③ 収益分配金に対する請求権 

1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。 
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2)収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起

算して 5 営業日目）から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益

権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受

益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載また

は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、平成

19 年 1 月 4 日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力

を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。 

3)前記 2)の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、

上記「１ 資産管理等の概要 (5)その他 ⑪受益権の帰属と受益証券の不発行 3.」の規定にしたが

い、振替口座簿に記載または記録されます。 

4)前記 3)の規定にかかわらず、あらかじめ分配金を定期的に引出せる「定期引出」を選択された受益

者に対しては、再投資を行なわず分配金を支払います。 

5)前記に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。ただし、

委託会社の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行なう

ものとします。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、その場合の分配金は、決算日におい

て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前におい

て一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日

以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に

ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日目からお支払いし

ます。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその

効力を有するものとし、その収益分配交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資

コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益

権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

④ 償還金に対する請求権 

1)受益者は、償還金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。 

2)償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休日の

場合は翌営業日）から起算して 5 営業日目）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に

記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受

益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託

者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原

則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている

振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数

と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において

当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対して

は、償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益

者に支払います。 

3)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。ただし、委託会社の自らの

募集にかかる受益権に帰属する償還金の支払いは、委託会社において行なうものとします。 

⑤ 換金に関する請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請

求することにより当該受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法については、「第２ 手続

等 ２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。 

⑥ 収益分配金および償還金の時効 （略） 
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第４ ファンドの経理状況（原請求目論見書10～20ページ） 

 

原請求目論見書の「１ 財務諸表」の後に以下の全文が追加されます。以下は、追加される内容の

み記載しております。 

 

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算

に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下、「投資信託財産計算規則」という。）に基づ

いて作成しております。 

なお、投資信託財産計算規則は、平成 18 年 4 月 20 日付内閣府令第 49 号により改正されておりま

すが、第 7 期中間計算期間(平成 17 年 6 月 30 日から平成 17 年 12 月 29 日まで)については改正前の

投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第 8 期中間計算期間(平成 18 年 6 月 30 日から平成 18

年 12 月 29 日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。 

また、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第7期中間計算期間（平成17年6月30日から

平成17年12月29日まで）及び第8期中間計算期間（平成18年6月30日から平成18年12月29日まで）の中

間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けております。 
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中間財務諸表 

りそな・アクティブジャパン 

(1) 中間貸借対照表 

期 別 

 

第7期中間計算期間末 

（平成17年12月29日現在） 

第8期中間計算期間末 

（平成18年12月29日現在） 

科 目 金  額 金  額 

資産の部   

流動資産 

コール・ローン 407,658,282 340,781,585 

株式 6,388,055,000 6,909,762,000 

未収配当金 1,518,750 2,159,100 

未収利息 11 1,400 

流動資産合計 6,797,232,043 7,252,704,085 

資産合計 6,797,232,043 7,252,704,085 

負債の部 

流動負債 

未払解約金 38,059,645 35,529,459 

未払受託者報酬 3,795,899 3,577,980 

未払委託者報酬 53,142,561 50,091,657 

その他未払費用 265,645 250,397 

流動負債合計 95,263,750 89,449,493 

負債合計 95,263,750 89,449,493 

純資産の部 

元本等 

元本 

元本 4,045,734,737 6,078,208,051 

剰余金 

中間剰余金 2,656,233,556 1,085,046,541 

（分配準備積立金） (387,381,285) (652,786)

純資産合計 6,701,968,293 7,163,254,592 

負債・純資産合計 6,797,232,043 7,252,704,085 
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(2) 中間損益及び剰余金計算書 

（単位：円）

期 別 第7期中間計算期間 

自 平成17年 6月30日 

至 平成17年12月29日 

第8期中間計算期間 

自 平成18年 6月30日 

至 平成18年12月29日 

科 目 金  額 金  額 

営業収益   

受取配当金 20,173,200 30,805,700 

受取利息 2,320 335,335 

有価証券売買等損益 2,517,593,159 498,658,139 

派生商品取引等損益 － △7,998,000 

営業収益合計 2,537,768,679 521,801,174 

営業費用  

受託者報酬 3,795,899 3,577,980 

委託者報酬 53,142,561 50,091,657 

その他費用 265,645 250,397 

営業費用合計 57,204,105 53,920,034 

営業利益金額 2,480,564,574 467,881,140 

経常利益金額 2,480,564,574 467,881,140 

中間純利益金額 2,480,564,574   467,881,140 

一部解約に伴う中間純利益金額分配額 671,938,326 33,279,176 

期首剰余金 1,147,899,874 416,312,081 

剰余金増加額 434,970,226 330,115,171 

当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 434,970,226 330,115,171 

剰余金減少額 735,262,792 95,982,675 

当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 735,262,792 95,982,675 

分配金   － － 

中間剰余金 2,656,233,556 1,085,046,541 
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(3) 中間注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期 別

 

項 目 

第7期中間計算期間 

自 平成17年 6月30日 

至 平成17年12月29日 

第8期中間計算期間 

自 平成18年 6月30日 

至 平成18年12月29日 

1.運用資産の評価基準及び

評価方法 

 

株式 

原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価額のある

有価証券についてはその最終相場（計算

日に最終相場のない場合には、直近の日

の最終相場）で評価しております。 

株式 

同左 

2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準 

受取配当金は、原則として株式の配

当落ち日において、その金額が確定して

いるものについては当該金額、未だ確定

していない場合は予想配当金額の90%を

計上し、残額については入金時に計上し

ております。 

(1)受取配当金の計上基準 

同左 

 (2)有価証券売買等損益の計上基準  

 

約定日基準で計上しております。 

(2)有価証券売買等損益、派生商品取引

等損益の計上基準 

同左 

3.表示  平成18年4月20日付内閣府令第49号によ

る投資信託財産計算規則の改正により、

表示方法が以下のとおり変更されており

ます。 

(1)中間貸借対照表 

純資産の部は、従来の元本及び剰余金の

区分から、元本等及び評価・換算差額等

の区分となりました。ただし、評価・換

算差額等の区分は記載すべき事項がない

ため、記載を省略しております。 

(2)中間損益及び剰余金計算書 

経常損益の部、営業損益の部の表示は廃

止されました。また、営業損益、経常損

益及び中間純損益は、当期から営業損益

金額、経常損益金額及び中間純損益金額

としております。 

4.その他 当ファンドの計算期間は平成17年6月

30日から平成18年6月29日までとなって

おります。 

なお、当該中間計算期間は平成17年6

月30日から平成17年12月29日までとなっ

ております。 

当ファンドの計算期間は平成18年6月30

日から平成19年6月29日までとなっており

ます。 

なお、当該中間計算期間は平成18年6月

30日から平成18年12月29日までとなって

おります。 

 

（中間貸借対照表に関する注記） 

第7期中間計算期間末 

（平成17年12月29日現在） 

第8期中間計算期間末 

（平成18年12月29日現在） 

 

 

 

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 

1口当たり純資産額            1.6566円 

（10,000口当たり純資産額         16,566円） 

1.中間計算期間の末日における受益権の総数 

6,078,208,051口 

 

2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 

1口当たり純資産額           1.1785円 

（10,000口当たり純資産額        11,785円） 
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（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第7期中間計算期間 

自 平成17年 6月30日 

至 平成17年12月29日 

第8期中間計算期間 

自 平成18年 6月30日 

至 平成18年12月29日 

受託会社との取引高 

営業取引（受託者報酬）     3,795,899円 

受託会社との取引高 

営業取引（受託者報酬）     3,577,980円 

 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

第7期中間計算期間（自 平成17年6月30日 至 平成17年12月29日） 

該当事項はありません。 

 

第8期中間計算期間（自 平成18年6月30日 至 平成18年12月29日） 

該当事項はありません。 

 

 

（その他の注記） 

1．元本の移動 

第7期中間計算期間 

自 平成17年 6月30日 

至 平成17年12月29日 

第8期中間計算期間 

自 平成18年 6月30日 

至 平成18年12月29日 

期首元本額         7,138,176,543 円 

期中追加設定元本額     1,228,747,174 円 

期中一部解約元本額     4,321,188,980 円 

期首元本額         4,010,574,074 円 

期中追加設定元本額     2,978,944,110 円 

期中一部解約元本額      911,310,133 円 

 

2．売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等 

第7期中間計算期間（自 平成17年6月30日 至 平成17年12月29日） 

該当事項はありません。 

 

第8期中間計算期間（自 平成18年6月30日 至 平成18年12月29日） 

該当事項はありません。 

 

3．デリバティブ取引関係 

第7期中間計算期間（自 平成17年6月30日 至 平成17年12月29日） 

該当事項はありません。 

 

第8期中間計算期間（自 平成18年6月30日 至 平成18年12月29日） 

該当事項はありません。 
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２ ファンドの現況 

全文が以下の通り更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しております。 

 

純資産額計算書 

（平成19年1月31日） 

Ⅰ 資産総額 7,206,683,181 円 

Ⅱ 負債総額 273,440,802 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,933,242,379 円 

Ⅳ 発行済数量 5,819,969,870 口 

Ⅴ １万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 11,913 円 

 

 

第５ 設定及び解約の実績（原請求目論見書 20 ページ） 

全文が以下の通り更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しております。 

 

 設定数量（口） 解約数量（口） 

第1期計算期間 

（平成11年6月30日～平成12年6月29日） 
13,823,032,433 10,042,245,860

第2期計算期間 

（平成12年6月30～平成13年6月29日） 
2,616,957,657 681,679,510

第3期計算期間 

（平成13年6月30日～平成14年7月1日） 
1,822,674,532 1,240,238,980

第4期計算期間 

（平成14年7月2日～平成15年6月30日） 
763,297,703 927,557,580

第5期計算期間 

（平成15年7月1日～平成16年6月29日） 
5,624,482,086 6,420,338,260

第6期計算期間 

（平成16年6月30日～平成17年6月29日） 
3,843,169,844 2,043,377,522 

第7期計算期間 

（平成17年6月30日～平成18年6月29日） 
2,446,757,092 5,574,359,561

第8期中間計算期間 

（平成18年6月30日～平成18年12月29日） 
2,978,944,110 911,310,133

（注１）本邦外における設定および解約の実績はありません。 

（注２）第１期計算期間における設定数量は、当初申込期間中の販売数量を含みます。 

 




